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平成２７年上尾市教育委員会２月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２７年２月１８日（水曜日） 

開会 午後２時００分 

閉会 午後３時４７分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  委員長 細野宏道 

委員長職務代理者 本田直子 

委員 甲原裕子  

委員 吉田るみ子 

委員 岡田栄一 

教育長 岡野栄二 

４ 出席職員  教育総務部長 尾形昭夫 

学校教育部長 西倉剛  

教育総務部 図書館長 菅間茂久 

教育総務部次長 保坂了 

学校教育部次長 野田正 

学校教育部次長 兼 学務課長 石塚昌夫 

教育総務部副参事 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センタ－所長 上野明 

学校教育部副参事 兼 学校保健課長 長島愼一 

教育総務部 教育総務課長 西嶋秋人 

教育総務部 生涯学習課長 関孝夫 

教育総務部 図書館次長 黒木美代子 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 平賀健治 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 吉田満 

 

書記  教育総務課主幹 加藤俊市 

教育総務課主任 桑名孝徳  

 

５ 傍 聴 人  ６人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ １月定例会 会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 
議案第８号 上尾市指定文化財の指定について 

議案第９号 上尾市指定文化財の指定について 

日程第５ 協議 

 平成２７年度上尾市教育行政重点施策の策定について 

日程第６ 教育長報告 

報告１ 上尾市社会教育指導員の委嘱について 

報告２ 第３３回 上尾市民駅伝競走大会の結果について 

報告３ 平成２６年度卒業（修了）証書授与式について 

報告４ いじめに関する状況調査結果について 

日程第７ 今後の日程報告 

日程第８ 議案の審議 
議案第５号 平成２６年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

議案第６号 平成２７年度上尾市一般会計予算に係る意見の申出について 

議案第７号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について 

議案第４号 平成２７年度当初教職員人事異動に係る内申について 

日程第９ 閉会の宣告 
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７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（委員長）皆様こんにちは。ただ今から、平成２７年上尾市教育委員会２月定例会を開会します。本

日は、傍聴の申出はありますか。 

 

（教育総務課長）６人の方から傍聴の申出があります。委員長の許可をお願いします。 

 

（委員長）傍聴を許可します。ご案内をお願いします。 

 

～ 傍聴人入場 ～ 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

（委員長）それでは、日程にしたがいまして、会議を進めます。「日程第２ 前回会議録の承認につい

て」です。１月定例会会議録につきましては、すでにお配りをして、確認していただいておりますが、

何か修正等があればお伺いします。いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは、甲原委員にご署名をいただき、会議録とします。 

 

 

日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名 

（委員長）続きまして、「日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名委

員は、吉田委員にお願いします。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」です。本日は６件の議案が提出されておりますが、
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審議を始める前に、お諮りします。「議案第４号 平成２７年度当初教職員人事異動に係る内申につい

て」につきましては、人事管理に係る案件であるため、会議を公開しないこととし、関係職員のみの

出席によって、議案の審議を行いたいと存じます。また、議案第５号から議案第７号の３件の議案に

つきましては、市議会に提出することとなる案件であるため、審議を公開しないこととしますが、異

議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）それでは、異議がないものと認め、議案第４号から議案第７号までの４件の議案の審議に

つきましては、会議を公開しないものとして決定いたしました。また、この決定を受けまして、予定

されていた本日の日程を変更します。まず、会議を公開して行う、議案第８号及び議案第９号の審議

を行い、協議、教育長報告、今後の日程報告を行いたいと存じます。その後、非公開の会議として、

市議会関係議案となる議案第５号から議案第７号の審議を行い、さらにその後、関係職員のみの出席

によって「議案第４号 平成２７年度当初教職員人事異動に係る内申について」の審議を行いたいと

存じますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

日程第４ 議案の審議 

（委員長）続きまして、議案の審議を行います「議案第８号 上尾市指定文化財の指定について」説

明をお願いします。 

 

○議案第８号 上尾市指定文化財の指定について 

（教育長）議案第８号につきましては、生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（委員長）生涯学習課長お願いします。 

 

 

 

 

（生涯学習課長）「議案第８号 上尾市指定文化財の指定について」です。議案１６ペ－ジをお開き
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ください。まず提案理由ですが、上尾市文化財保護条例第５条第１項の規定に基づき、上尾市指定有

形文化財に指定したいのでこの案を提出するものです。指定の内容について説明します。お手元の議

案資料の３８ペ－ジをご覧ください。指定する文化財の名称は、坂上（さかのうえ）遺跡方形周溝墓

出土品です。文化財の種別は有形文化財の考古資料となっています。員数は１１点で、下の一覧表の

とおりです。この文化財については上尾市が所有しております。概要にもありますように、本文化財

は、平成２０年、２２年の発掘調査で、古墳時代前期の墓である方形周溝墓から出土した副葬品や葬

送儀礼的な意味で設置されたと考えられる土器です。これまで市内では荒川沿岸でこうした副葬品を

含む方形周溝墓の出土品として、鉄剣や玉、土器等を薬師耕地前遺跡出土品として昭和５４年に指定

してきたものですが、本文化財は綾瀬川沿岸で出土した同様の出土品と言えます。このことは、当時

の先進的な文化が綾瀬川沿岸にも及んでいたことを示す貴重な文化財と言えます。このように方形周

溝墓からの鉄剣を含めた副葬品の出土例は、類例が少なく、重要な文化財であるとも言えるため、今

回指定をするため議案を提出するものです。以上です。 

 

（委員長）議案第８号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はありますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

 

（委員長）無いようですので、これより採決します。「議案第８号 上尾市指定文化財の指定につい

て」原案どおり可決することに異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

 

（委員長）続きまして「議案第９号 上尾市指定文化財の指定について」説明をお願いします。 

 

○議案第９号 上尾市指定文化財の指定について 

（教育長）議案第９号につきましても、生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

～生涯学習課長挙手～ 
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（委員長）生涯学習課長お願いします。 

 

（生涯学習課長）「議案第９号 上尾市指定文化財の指定について」です。議案１７ペ－ジをお開き

ください。まず提案理由ですが、上尾市文化財保護条例第５条第１項の規定に基づき、上尾市指定無

形民俗文化財に指定したいのでこの案を提出するものです。指定の内容について説明します。お手元

の議案資料３９ペ－ジをご覧ください。指定する文化財の名称は、武州平方箕輪囃子です。文化財の

種別は無形民俗文化財です。保持団体は武州平方箕輪囃子保存会となっております。平方上宿地区の

祭囃子です。概要にもありますように、本文化財は上尾市とその周辺地域に分布する江戸囃子系の祭

り囃子です。上尾市教育委員会では堤崎の祭りばやしを指定に、そのほか１５件の祭りばやしを登録

文化財に登録していますが、本文化財は登録文化財に登録されているものの１つとなります。この文

化財につきましては、県指定無形民俗文化財である平方祇園祭のどろいんきょ行事の附属芸能として

欠かせない要素であること、タカウマと呼ばれる車のついた移動式の木枠に太鼓を載せて移動しなが

ら演奏できること、櫓上の演奏形態が維持されていることなど、市内でも類例が少なく重要な文化財

となっています。この様な事から指定文化財に登録する事が適当であると考え議案として提出させて

いただきました。以上です。 

 

 

（委員長）議案第９号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はありますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）無いようですので、これより採決します。「議案第９号 上尾市指定文化財の指定につい

て」原案どおり可決することに異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

日程第５ 協議 

（委員長）続きまして、「協議」です。「平成２７年度 上尾市教育行政重点施策の策定について」説

明をお願いします。 
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（教育長）協議事項の全体概要につきまして、教育総務課長が説明申し上げます。 

 

（教育総務課長）それでは、重点施策の全体概要について説明させていただきます。上尾市教育委員

会では毎年、新年度に向け「上尾市教育行政重点施策」について策定を実施しており、平成２７年度

においても上尾市教育振興基本計画に基づき、今日的な課題に的確に対応、即応し本市の教育の充実・

発展に努めるものです。構成は、７つの基本目標とそれぞれの目標ごとの施策から構成されておりま

す。はじめに、重点施策を策定するにあたりまして、基本的な考え方として、前文「はじめに」があ

ります。協議資料をご覧ください。そのポイントついて説明させていただきます。第１段落目は、上

尾市教育振興基本計画、計画年度平成２３年度～２７年度に基づき、単年度の実行計画として重点施

策を策定する旨を述べ、第２段落目はこれまで取り組んだ事業、取組中の事業を列記しております。

次の第３段落目以降ですが、この部分が重要なポイントとなっておりまして、平成２７年度は上尾市

教育振興基本計画の最終年であり、これまでの教育委員会の取組の成果、その中から見えてきました

課題を明らかにし、これまでの取組みを発展させる事が重要であることを表すこととしました。上尾

市では平成２０年度から、事務事業点検評価を、毎年行っております。そうした事務事業点検評価等

を踏まえながら、今後の施策に取り組んでいきたいということを表現したものとなっております。続

きまして、重点施策は７つの基本目標と目標ごとの施策によって構成されておりますが、それぞれの

基本目標の施策の概略につきましては、担当課より説明させていただきます。なお、新年度予算上に

かかわることにつきましては、のちほど、議案の中で説明させていただきますので、ご了承ください。

また、今回ご協議いただいた上で、次回３月定例会において採決いただき、平成２７年度の上尾市教

育行政重点施策とさせていただきますので、よろしくご協議のほどお願いします。それではよろしく

お願いします。 

 

 

（委員長）全体概要につきまして、説明頂きありがとうございました。続いて７つの基本目標ごとに

重点事業の説明を頂けるとのことです。質疑につきましては、全ての説明終了後に行いたいと存じま

す。それでは、基本目標Ⅰについて説明お願いします。 

 

～学務課長挙手～ 

 

（学務課長）上尾市教育振興基本計画に位置づけられております、７つの基本目標のⅠ、「確かな学

力と自立する力の育成」に係る重点施策ですが、創意工夫を生かして子ども達の確かな学力を育成す

るとともに、社会や環境の変化に主体的に対応できる自立する力を育成するために、５つの施策を掲

げて取り組んでおります。とりわけ、施策の４で掲げております特別支援教育の推進につきましては、

本年度新たに小学校７校に特別支援学級を開設できるよう準備し、現在、平成２７年度には、小学校

１６校において特別支援学級の教育活動が展開される見込みとなっております。来年度は、さらなる

一歩前進を目指し、小学校６校と太平中学校に特別支援学級を整備する小学校特別支援学級設置事業

及び中学校特別支援学級設置事業を進め、平成２８年度には全小学校と６地区の中学校に特別支援学
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級を設置できるよう準備を進めたいと考えております。また、特別支援教育推進事業により、特別支

援教育に関わる教職員の資質の向上を支援し、特別支援教育の充実に繋げてまいります。そして、障

害の有無にかかわらず、地域の学校で共に学びあえる教育環境の基盤を整えてまいりたいと考えます。

このほか、平成２７年度の重点事業といたしましては、アッピ－スマイルサポ－タ－の配置など児童

生徒一人一人へ、きめ細やかな支援を行うための「さわやかスク－ルサポ－ト事業」や、教員の指導

力の向上と魅力ある学校づくりを行うための事業などを継続し、引き続き、学校が創意工夫を生かし

た適切な教育指導を実施できるよう努めてまいりたいと考えております。また、児童生徒に必要な副

読本等を整備するほか、全小中学校にＡＬＴを配置して、いつでも英語に触れられる環境を創出する

ことなどにより、時代の変化に対応した教育を推進できるようにしてまいります。基本目標Ⅰにつき

ましては、以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。続きまして、基本目標Ⅱについて説明お願いします。 

 

～指導課長挙手～ 

 

（指導課長）続いて、基本目標のⅡ「豊かな心と健やかな体の育成」について、指導課から説明しま

す。７つの施策がありますが、平成２７年度の重点事業といたしましては、いじめ根絶対策事業、さ

わやかスク－ルサポ－ト事業、小中学校図書館整備事業、子どもの読書活動支援の充実に取り組んで

まいります。この中で、特に「いじめ根絶対策事業」では、具体的に児童生徒の学校の生活アンケ－

ト、保護者へのいじめのサイン発見アンケ－トの継続的な実施、アンケ－ト調査によって子どもの学

級生活の満足度を計る、Ｈｙｐｅｒ－ＱＵをとおして、いじめを産まない学級経営や、いじめの早期

発見、教職員を対象に、子どもがいじめ暴力から自分を守り、自分も他人も大切にする心を育てる人

権教育プログラムのＣＡＰ研修会の実施に引き続き取り組んでまいります。さらに相談事業として児

童生徒・保護者のいじめ緊急相談に対応し、いじめの早期発見解消のための「子ども・いじめホット

ライン、ホットメ－ル」に引続き取り組んで参ります。さらに、昨今のインタ－ネットを介したいじ

めなどの対応のため、平成２７年度は、中学校１１校にネットパトロ－ルを配置します。これは、学

校裏サイトや、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ、Ｔｗｉｔｔｅｒ 等における監視を行うもので、リスクレベルに

より、監視追跡調査の度合いを深め、監視状況を適切に教育委員会や学校に報告するもので、見えず

らいネット上のいじめの早期発見、早期対応を行うものです。以上の取組をとおして、学校と緊密に

連携した、いじめ根絶に取組み、児童生徒が安心して学校生活が送れ、豊かな心と、健やかな体の育

成に取り組んでまいります。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。続きまして、基本目標Ⅲについて説明お願いします。 
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～教育総務課長挙手～ 

（教育総務課長）基本目標Ⅲ 安心・安全で質の高い学校教育の推進です。６つある施策のうち施策

３について説明します。施策３ 学校施設・設備の整備・充実の中で、中学校の校舎改築事業に取組

みます。具体的には、平成２５年度から取り組んでおります上尾中学校改築事業となります。平成２

７年度は屋内運動場改築工事をはじめ、太陽光発電設備工事、外構工事、北校舎大規模改造工事とな

ります。この取組によって、当初計画しておりました上尾市の小・中学校校舎の耐震化・改築事業は

完了することとなります。以上です。 

 

～学校保健課長挙手～ 

 

（学校保健課長）学校保健課です。私からは、施策５「学校安全の推進」における重点事業として位

置付けしている『通学路安全対策事業』について説明させていただきます。委員には既にご案内のと

おり、本事業は京都府亀岡市や千葉県館山市などの通学路で、立て続けに起きた、痛ましい交通死亡

事故に起因し、市議会においても、多くの議員から通学路の安全対策の取組みについての一般質問が

あり、その関心は非常に高いものとなっていることから、通学路の安全対策を集中的に整備するため、

平成２５年度から教育委員会学校保健課において予算化し、実施している事業です。これまで、交差

点や狭隘道路など、自動車の速度抑止のための路面標示、カ－ブミラ－の設置、側溝の蓋かけ、ガ－

ドレ－ルに代わるポストコ－ンの設置などの整備を進めてまいりました。さらに、平成２７年度も本

事業を継続し、狭隘道路の拡幅整備を図る予定です。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。続きまして、基本目標Ⅳについて説明お願いします。 

 

 

～指導課長挙手～ 

 

（指導課長）続いて、基本目標のⅣ 「学校・家庭・地域の連携と教育力の向上」について、説明し

ます。社会全体で、教育に取り組む機運を高め、ＰＴＡ・学校応援団の活動をはじめ、上尾市教育月

間、学校ファ－ムなどの取組をとおして、学校・家庭・地域が一体となって児童・生徒を育てる教育

の充実を図ってまいります。２つの施策がありますが、平成２７年度重点事業といたしましては元気

な学校をつくる地域連携推進事業として、学校応援団の活動の充実に取り組んでまいります。現在、

上尾市では、コ－ディネ－タ－を中心とした学校応援団がすべての学校で設置されており、年間を通

じて、学習支援活動、安心安全活動、環境整備活動など様々な活動が家庭、地域を巻き込みながら取

り組まれております。学校応援団の活動によって、地域の学校教育への積極的な参画が、徐々に浸透

しており、極めて大きな効果を上げております。平成２７年度は、特に、学校応援団の学習支援活動

の一層の活用と充実をとおして、学校・家庭・地域が一体となって児童・生徒の学力向上に向けた教

育の充実を図ってまいります。以上です。 
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（委員長）ありがとうございました。続きまして、基本目標Ⅴについて説明お願いします。 

 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

（生涯学習課長）生涯学習課です。施策３ 生涯学習機会の提供の中から説明させていただきます。

本年度より、日本文化を知ろうとのテ－マで「大人の日本講座」を開催してまいりました。子ども大

学につきましては、今までの「子ども大学あげお・おけがわ・いな」に加えて、あげお子ども大学を

開催しております。平成２７年度につきましては、この二つの事業を継続し、多角的な学びの機会を

提供する事業として、奥行きの広い日本文化を知るための講座を開催する事を考えております。日本

の伝統や文化を学ぶ機会を提供し、郷土を愛する市民意識の醸成を図るものです。また、子どもの知

識向上や知的好奇心を刺激し、子どもの学習意欲の向上に向け、上尾市独自のあげお子ども大学を引

続き開催してまいります。以上です。 

 

 

～図書館次長挙手～ 

 

（図書館次長）施策５ 図書館運営の充実から、３点の事業について説明します。子どもの読書活動

支援の充実ですが、子どもの読書活動の推進に関する施策を検討し、子どもの読書意欲を高め、豊か

な心をはぐくむ取組みをしていきます。セカンドブックスタ－ト事業ですが、平成２７年度は、市内

全新１年生を対象に、「読書パスポ－ト」を配付します。児童に読書パスポ－トを活用できる機会を市

内の様々な場所で提供し、学校・地域・図書館と連携し、児童に生涯にわたる読書習慣が身に着くよ

う働きかけます。また、平成２７年度は別冊である読書記録が３００冊に達した児童には、無償配付

し更なる読書習慣の継続を支援していきます。（仮）中央図書館整備事業ですが、新中央図書館の建設

予定地の環境影響評価委託と基本設計委託など、２３万都市に相応しい図書館建設の具現化にむけて

取り組んでいきます。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。続きまして、基本目標Ⅵについて説明お願いします。 

 

 

～生涯学習課長挙手～ 
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（生涯学習課長）施策１ 文化芸術活動の推進について説明します。これまでも上尾市では、広く市

民に文化・芸術の発表の場として利用されております上尾市ギャラリ－の運営や、市の美術展覧会や

市民音楽祭の開催など、市民文化・芸術活動の展開や活動団体育成の支援などを行ってまいりました。

本年度から、新しい展開として市内の音楽家による本格的なクラシックコンサ－トを開催したところ

ですが、平成２７年度におきましても、さらに展開して引続き実施してまいります。また、昨年度か

ら市役所ギャラリ－、市民ギャラリ－の運営を一括して行っておりますが、こちらにつきましても引

続き行ってまいります。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。続きまして、基本目標Ⅶについて説明お願いします。 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

（スポーツ振興課長）基本目標Ⅶ 健康で活力に満ちたスポ－ツ・レクリエ－ション活動の推進です

が、施策１ スポ－ツ推進計画の策定については、平成２５年度に策定済みです。この計画に基づき

まして、スポ－ツ施設の整備、スポ－ツ・レクリエ－ション事業の開催や活動団体・指導者の育成を

行い、市民がスポ－ツ・レクリエ－ションに親しむことのできる環境づくりに取組みます。その中で

もスポ－ツレクリエ－ション事業の充実のなかのスポ－ツ大会において、上尾市のスポ－ツ大会の大

きな事業で上尾市民体育祭、上尾シティマラソン、市民駅伝競走大会がありますが、上尾シティマラ

ソン、市民駅伝はロ－ドに出る事も多く、参加者に喜んで参加してもらえるよう、より安全な大会を

目指します。施策５ スポ－ツ・レクリエ－ション活動の支援といたしまして、子どもの体力向上地

域連携事業では、子どもが体を動かす機会の充実のため、ドッジボ－ル大会やなわとび大会を開催し

てきましたが、今年度低学年の子どもたちの体を動かす機会の充実をめざし、スタンプラリ－を開催

しました。子どもたちの体力に応じた体を動かす機会の充実を目指していきます。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。基本目標ごとの重点事業を説明いただきましたが質疑、意見は

ありますか。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）説明ありがとうございました。「はじめに」の部分ですが、今日的教育課題とはどの様な事

を想定していますか。 

 

（教育総務課長）教育委員会での統一的な課題としましては、各課から説明のあったように児童・生

徒の通学路の安全であるとか、あるいはネットパトロ－ルなどのいじめ防止対策などについて対応し、

まず、子ども達が安心・安全に学校生活を送れるように環境を整える事が課題であると認識しており

ます。 
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～委員挙手～ 

 

（委員）安心・安全で質の高い学校教育の推進の中で、中学校の改築で太陽光発電を利用するとの説

明がありましたが、小学校でも富士見小学校や中央小学校が利用していますが、いくらか電気代は違

うものでしょうか。 

 

（教育総務課長）電気代の約５％から１０％程度を太陽光発電で賄っている状況です。余剰電力につ

いては売電をしているのですが、こちらは年間数万円程度です。児童にとっては環境学習になってい

ると考えております。 

 

（委員）子ども達に良く分かるように説明いただけると上尾の教育がもっと良くなると思います。も

う一点ですが、教職員のＩＣＴ教育の充実と有りましたが、昨年度、随分研究発表を見せていただき

ました。大型モニタがとても活用されており、上尾の教育は凄いと感じました。積極的な活用につい

ては、各学校、どの様にモニタを使うなど、相当研究されているかとは思いますが、さらに効果的・

有効的な使い方について研究・研鑽に励んでいただきたいと思います。 

 

（学校教育部長）意見ありがとうございます。現在のＩＣＴの活用状況がお分かりいただけたかと思

います。教職員もかなりＩＣＴの活用が身に付いてきており、今度はそれを、学力に結びつけたり、

如何に効果的に使うかということをＩＣＴ推進委員会でも検討を行っており、またプロジェクト委員

会でも研究をしております。教師力アップ講座においても、多くの教師から指摘をいただきながらＩ

ＣＴの活用方法について研究を進めているところです。各学校においても研究を進めているため、益々

ＩＣＴの活用について施策として展開していければと考えております。 

 

（委員）上尾はＩＣＴ水準が高いと感じておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）基本目標Ⅱですが、施策の５、６についてお互い関連性を持たせながら進めていただければ

と思います。上尾市の給食は他市と比べて、とても美味しく充実していると思います。これからはそ

の給食を如何に食べるか、という食べ方の問題も絡んでくると思いますので、学校保健と絡めながら、

栄養だけではなく食べ方の問題も是非とも考えていただければと思います。 
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（委員）「はじめに」の部分ですが、平成２７度で教育振興基本計画の最終年であるとはっきりと記

載されております。この様な計画を立て、次のステップに進めるとのことですが、今年度まで行って

きた事をどの様に総括するかによって次のステップアップが決まってくると思います。民間企業では

ない行政は、計画を立てて終わりというようなことが見える事がありますので、是非しっかりと確認

をして、今までの取組を発展させるようにお願いします。次に基本目標Ⅱで説明いただいた子ども達

のいじめ対策ですが、ＳＮＳ上でのいじめがなかなか大人の目には見えにくいものだと思います。ネ

ットパトロ－ルなどの説明も頂きましたが、件数だけではなく、子ども達の目線に立ったいじめ対策

をしていただきたいと思います。色々ないじめ対策のスケジュ－ルや組織は出来てきておりますが、

是非、いじめが起こらない様に細やかなところに手が届くよう努力していただくようお願いします。

次に基本目標ⅢのＩＣＴ教育ですが、上尾は大変進んでいると思います。さらにＩＣＴを道具として

より効率的に利用できるよう進めていただきたいと思います。また、就学支援の充実についてですが、

現在国会においても議論になっております。経済の格差が出てきておりますので、上尾市、上尾市教

育委員会として出来る範囲で充実させていただきたいと思います。次に基本目標Ⅳの連携ですが、先

日ＰＴＡの研究発表に参加させていただきました。３校からの発表があったのですが、各校、ＰＴＡ、

地域などの色々な団体が、小学校、中学校を核として、子ども達を育ていくとの考え方が見て取れま

した。小学校、中学校を核として地域で教育力を高めていく、生きる力を育むとの事ですので、是非

とも教育委員会としてリ－ダ－シップを発揮して、家庭教育も含めて上尾市の教育を引っ張って行っ

ていただきたいと思います。 

 

（教育総務部長）ご意見ありがとうございました。教育振興基本計画は最終年であり、教育総務課長

が申し上げたとおり、平成２８年度からの振興基本計画を策定するため、基本目標に基づく個々の施

策、事業の進捗状況なども勘案しなければならないと考えております。また、市においては新たな総

合計画の策定を進めておりますので、摺り合わせを行い、広い視点から策定してまいります。 

 

（委員長）他に質疑、意見はありませんか。それでは、本件につきましては、３月３０日の定例会に

議案として提案されるとのことです。会議終了後に意見などがある場合には、事務局までその旨ご連

絡いただきますようお願いします。 

 

 

日程第６ 教育長報告 

（委員長）続きまして、「日程第５ 教育長報告」です。教育長、よろしくお願いします。 

 

（教育長）本日は、報告といたしまして４件を通知させていただいております。よろしくお願いします。 
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～教育総務部長挙手～ 

 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

 

（教育総務部長）報告１については生涯学習課長が、報告２についてはスポーツ振興課長が説明します。 

 

～生涯学習課長挙手～ 

 

 

○報告１ 上尾市社会教育指導員の委嘱について 

（生涯学習課長）「報告１ 上尾市社会教育指導員の委嘱について」です。大石公民館の社会教育指

導員の退職に伴い、現在の平方公民館社会教育指導員の配属先を大石公民館に変更し、上尾市社会教

育指導員設置規則第５条の規定により、新たに下記の者を社会教育指導員に委嘱し、配属先を平方公

民館とするものです。なお、任期は残任期間の３月１日から３月３１日までとなっております。以上

です。 

 

 

 

 

～スポーツ振興課長挙手～ 

 

○報告２ 第３３回 上尾市民駅伝競走大会の結果について 

（スポーツ振興課長）「報告２ 第３３回上尾市民駅伝競走大会の結果について」です。２月８日、

日曜日に開催しました、第３３回上尾市民駅伝競走大会は、当日１部から５部では曇り模様でしたが、

途中６部７部のころには雨に雪の混じるような天候でした。要綱では雨天・小雨決行となっておりま

したが、途中で中止の協議も行いました。しかし、役員の皆さんや各小学校の協力によりまして、無

事全日程を終了することができました。結果については、別紙のとおりです。友好都市の本宮市から

中学生１チ－ム、小学生１チ－ムを招待していまして、中学生は５部の中学生男子の部に出場しまし

て、１４位、小学生は第６部の小学生男子の部に出場しまして２４位という結果でした。また、雨交

じりの中で行いましたので、後日、各学校に駅伝に出場した児童生徒について問い合わせを行ったと

ころ、元気に登校しているとの報告を受けております。以上です。 
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～学校教育部長挙手～ 

 

（学校教育部長）「報告３ 平成２６年度卒業（修了）証書授与式について」は学務課長より、「報告

４ いじめに関する状況調査結果について」については、指導課長より説明します。 

 

～学務課長挙手～ 

 

○報告３ 平成２６年度卒業（修了）証書授与式について 

（学務課長）それでは、「教育長報告」５ペ－ジをご覧ください。「報告３ 平成２６年度卒業・修了

証書授与式について」ですが、ご覧のとおり、小学校は、３月２４日、中学校は、３月１３日、東小

学校向原分教室及び東中学校向原分校につきましては、３月１７日に、卒業証書授与式が行われます。

また、平方幼稚園は、３月１９日に修了証書授与式が行われます。６ペ－ジに、御出席いただく学校

等をお示ししてありますので、ご確認いただければと思います。なお、当日は教育委員会として「告

辞」を行っていただくことになりますので、よろしくお願い申し上げます。告辞文につきましては、

後日、整えてお届けします。以上、報告させていただきます。 

 

 

 

 

～指導課長挙手～ 

 

○報告４ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）「報告４ いじめに関する状況調査結果について」です。小学校では、１月のいじめの

新たな認知件数はありませんでした。１２月に認知した未解消のいじめは、教育センタ－も係わりを

持ち、解消へ向かっております。また、中学校においても、１月の新たないじめの認知はありません

でした。以上です。 

 

 

 

（教育長）報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

 

（委員長）ありがとうございました。報告につきまして、何か質問、意見等ありましたら、お願いし

ます。 
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～委員挙手～ 

 

（委員）２月８日に行われた駅伝ですが、雪が降ってきてしまい小学生が凄く可哀想に感じました。

この競技の順番ですが変更する事は可能なのでしょうか。 

 

（スポーツ振興課長）スケジュ－ルですが、小体連、中体連等と検討しているものですが、交通規制

の関係もあり、交通量の多い時間帯に規制も難しく、また、以前は小学生が先に走っておりましたが、

路面が凍っている事も有り、小学生の安全に配慮したスケジュ－ルになっております。毎年検討会議

を行っており、夕方まで掛かっていたものを、何とかコンパクトにするために検討を行っております。 

 

 

（委員長）その他に何かありますか。 

 

（委員）生涯学習課長から文化財の議案が提出されておりましたが、写真などがあれば分かり易いと

思ったのですが。 

 

（生涯学習課長）実物が用意してありますので、後ほどご覧に入れます。 

 

 

 

 

日程第７ 今後の日程報告 

（委員長）ありがとうございました。それでは、続きまして、今後の日程報告をお願いします。 

 

 

（教育総務課長）３月１３日 金曜日、中学校卒業証書授与式です。３月２４日 火曜日、小学校卒

業証書授与式です。３月３０日 月曜日、教育委員会３月定例会となっております。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。それでは、ここからは、非公開の会議とします。恐れ入ります

が、傍聴の方は、ご退室をお願いします。 

 

～傍聴人退場～ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－〔以下、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第４ 議案の審議 

（委員長）ここからは、非公開の会議とします。「議案第５号 平成２６年度上尾市一般会計補正予

算に係る意見の申出について」説明をお願いします。 

 

○議案第５号 平成２６年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

（教育長）議案第５号につきましては、教育総務部次長が説明申し上げます。 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部次長お願いします。 

 

（教育総務部次長）「議案第５号 平成２６年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について」

下記のとおり、平成２６年度上尾市一般会計補正予算について、市長に意見を申し出るものです。議

案書の２ペ－ジが教育費全体の歳入・歳出補正、３ペ－ジが継続費補正と繰越明許費の内容で、４ペ

－ジ以降は各課の事業ごとの歳出補正の明細となっております。また、別冊議案資料の１ペ－ジから

７ペ－ジまでに予算案の写しがありますので参考としてくだい。まず、２ペ－ジの教育費全体として

の歳入補正についてですが、１４国庫支出金は上尾中学校改築における義務的経費である国の負担金

が６９万８千円の増額になったこと、また、平成２６年度 国の補正予算に対応するため平成２７年

度工事分の前倒し補正を行ったことにより、国庫補助金として１億５，２１９万円を見込むものです。

ただし、この１億５，２１９万円は実際の工事も含め、平成２７年度予算へ繰り越すこととなります。

１５県支出金につきましては、図書館のブックスタ－ト事業及びセカンドブックスタ－ト事業に充て

る「市町村による提案・実施事業補助金」４７０万円が交付決定されたことにより計上するものです。

１７寄付金につきましては文化芸術振興基金寄付金でございまして２人の方から寄付があったもので

す。次に、２の歳出補正につきましては主に平成２６年度の契約執行残などによる減額補正や国の補

正予算に対応するために上尾中学校の改築工事費を前倒しするといった内容ですが、のちに３ペ－ジ

以降の所属別歳出補正の中で説明します。３ペ－ジの３継続費補正につきましては上尾中学校改築事

業に関するものです。この表で補正前と補正後の総額が２７億１，０００万円から２６億８，５００

万円となり２，５００万円減額されておりますが、これは入札により事業費が確定したことにより減

額補正を行うものであり、また、先ほど説明しましたとおり、国の交付金を活用するため、平成２７

年度に予定していた事業費の一部を今年度に前倒しして計上しておりますことから、年割額の変更を

行っております。４繰越明許費は図書館のブックスタ－ト事業に係るものですが、国の補助制度を活

用するため平成２６年度予算で対応し、平成２７年度へ繰り越すこととなっております。次に４ぺ－

ジの所属別による補正額の説明をします。教育総務課ですが、№１の小学校管理運営事業から№６の

中学校電子黒板整備事業まではいずれも請負差額などの執行残を減額補正するものです。№７の中学

校校舎改築事業は、国の補正予算に対応するため、平成２７年度継続予算の一部を前倒しするもので
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す。次の５ペ－ジの生涯学習課ですが、№８文化芸術振興事業は先ほどの寄付金及び利息を積み立て

るものです。№９公民館管理運営事業も執行残を減額補正するものです。図書館のブックスタ－ト事

業は先ほど繰越明許費で触れましたが、地方創生に関する交付金を活用するために前倒し計上するも

のですが、これまでの絵本の配付に加え、乳児と保護者の絵本を通じた触れ合いをサポ－トする場を

定期的に設け、絵本の選定や読み聞かせ方法などをフォロ－アップしていくものです。以下、スポ－

ツ振興課から中学校給食共同調理場までは、請負差額などによる執行残を減額補正するものです。以

上、説明とさせていただきます。 

 

（委員長）議案第５号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はありますか。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）歳入でありました寄付金ですが、どの様な方からいただいたか聞いてもよろしいですか。 

 

（生涯学習課長）ご夫婦で、それぞれ長年文化芸術の活動をされており、退職のパ－ティ－の会費を、

自分のためではなく、市の事業に役立てたいと寄付していただきました。 

 

（委員長）その他に質疑、意見はありますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）無いようですので、これより採決します。「議案第５号 平成２６年度上尾市一般会計補

正予算に係る意見の申出について」原案のとおり可決することに異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

 

（委員長）続きまして「議案第６号 平成２７年度上尾市一般会計予算に係る意見の申出について」

説明をお願いします。 
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○議案第６号 平成２７年度上尾市一般会計予算に係る意見の申出について 

（教育長）議案第６号につきましては、教育総務部次長・学校教育部次長がそれぞれ説明申し上げます。 

 

～教育総務部次長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部次長お願いします。 

 

（教育総務部次長）「議案第６号 平成２７年度上尾市一般会計予算に係る意見の申出について」下

記のとおり、平成２７年度上尾市一般会計予算について、市長に意見を申し出るものです。議案書の

７ペ－ジが教育費全体の歳入・歳出予算の内容で、９ペ－ジ以降は各課の職員人件費を除く、事業ご

との歳出予算の明細となっております。なお、議案資料の８ペ－ジから３５ペ－ジが予算案の写しと

なっておりますので参考としてください。まず、７ペ－ジの教育費全体としての歳入予算の特徴につ

きましては、上尾中学校改築事業により１４国庫支出金が合計で１億９千万円ほどを見込んでいるこ

とと、２１市債として、やはり上尾中学校改築による借入金が１０億９，４５０万円にのぼることで

す。次に歳出予算を見ますと、教育費合計で５７億３６１１万８千円ということで今年度と比較して

約１１億６，７００万円の増額であり、率にすると約２５％の増加となっております。次に項目ごと

で主な増減理由を説明しますと、まず、１教育総務費で１億５００万円ほど増加している主な理由は、

１２ペ－ジの指導課事業№８６の指導方法改善事業によるもので、平成２７年度の小学校の教科書改

訂に伴ってデジタル教科書等の整備に費用を要するためです。２小学校費で８４００万円ほど減額と

なっている主な理由は、９ペ－ジの事業№８、小学校管理運営事業で例年実施してきた受水槽の交換

や屋上防水の改修工事、また、部分的な改修工事に使われる営繕工事費などを見送り又は減額された

ことによるものです。３中学校費で１０億６，０００万円ほど増額となっているのは、事業№２０の

上尾中学校校舎改築事業の最終年にあたり南校舎棟の工事費の８割分や体育館の改築工事、既存北校

舎の大規模改造工事及び外構工事などを実施するため予算が大きくなっております。４幼稚園費の増

額分につきましては職員人件費によるものです。５社会教育費は２，８００万円ほど増額しておりま

すが、１１ペ－ジの事業№５３の（仮称）中央図書館整備事業による基本設計の委託料や環境影響評

価費用などによるものです。６保健体育費は５，３００万円ほど増額となっております。これは１１

ペ－ジの事業№６４の屋外スポ－ツ施設管理運営事業による平方野球場などの借地部分の今後の買収

に向けた用地の測量業務委託料を計上しております。また、１４ペ－ジの事業№１１６の通学路安全

対策事業による通学路の整備費や、事業№１２０の小学校給食室設備整備事業による給食備品の購入

費などが主な理由となっております。以上、教育費全体の歳出予算の説明としますが、上尾市の一般

会計に占める割合は当初予算ベ－スで９．４６％となります。ちなみに平成２６年度は７．９１％で

ありました。次に９ペ－ジ以降の課ごとの当初予算について、教育総務部は私の方で、学校教育部に

つきましては野田次長より説明します。なお、先程説明しました事業以外で主な事業を説明したいと

思います。まず、９ペ－ジの教育総務課ですが、事業№７の教育振興基本計画策定事業は現行の基本

計画の計画期間が平成２７年度までとなっており、平成２８年度の第２次基本計画の策定に向けて平

成２７年度中に策定作業をすることから、そのためにご指導いただく先生方への謝礼や印刷製本費を

計上しております。事業№１３と１９の小中学校の電子黒板整備事業につきましては、今年度で必要
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とされる大型モニタの設置が整ったことにより、リ－ス料の経常経費的な支出となるため、小学校管

理運営事業の中に含まれることから事業統合となっております。また、事業№１４の小学校校舎改築

事業についても中央小学校の完成により当面の改築事業は完了したため、事業終了となっております。

事業№１５の中学校管理運営事業ですが、ここでは施設改修に関する営繕工事費や改修工事費、また

維持管理等のための点検等の業務委託や光熱水費などが含まれており、平成２６年度と比較し３，５

００万円ほど減額となっているのは、改修工事費が大きく減額となっているためです。次に１０ペ－

ジをお願いします。生涯学習課となりますが、事業№３３の上尾市ギャラリ－改修事業は平成２６年

度の単年度事業で市民ギャラリ－と市役所ギャラリ－の改修を終えたことから事業終了となっており

ます。事業№３５の音楽家芸術活動支援事業では今年度実施したコミュニティセンタ－でのコンサ－

トと昨日の大谷小学校でのアウトリ－チコンサ－トの計２回を拡大し、コンサ－ト１回と小学校での

アウトリ－チコンサ－ト５回の計６回を計画しているところです。事業№３９の公民館管理運営事業

が１，０００万円ほど減額となっているのは、今年度は平方公民館及び原市公民館の空調設備改修の

ための工事請負費があったこと、また、平成２７年度は公民館に配置する社会教育指導員を２名減と

したことによるものが主な理由です。次に１１ペ－ジをお願いします。図書館となりますが、事業№

５５のブックスタ－ト事業につきましては当初予算がゼロとなっております。これにつきましては先

程、補正予算で説明したとおり、国の補助金の関係により平成２６年度補正で前倒し計上し、平成２

７年度に繰り越すこととしております。予算につきましては２７６万３千円となります。事業№５６

のセカンドブックスタ－ト事業につきましては、新小学１年生に配付する読書パスポ－トなどの印刷

製本費や図書カ－ドの作成費などの費用となります。次にスポ－ツ振興課ですが、概ね今年度と変わ

りありませんが、事業№５９の学校施設開放事業で１１６万ほど増額となっておりますが、これは大

石小学校の社会体育トイレの改修工事を見込んでいるためです。また、事業№６２の日本スポ－ツマ

スタ－ズの開催事業につきましても平成２６年度の単発事業でしたので事業終了となります。教育総

務部の説明は以上となります。 

 

 

～学校教育部次長挙手～ 

 

 

（委員長）学校教育部次長お願いします。 

 

 

（学校教育部次長）それでは、学校教育部の予算で、主なものを説明します。議案書の１２ペ－ジを

ご覧ください。学務課所管の７５番「小学校特別支援学級設置事業」と７８番「中学校特別支援学級

設置事業」は、全ての小学校と６地区の中学校に特別支援学級を整備するため、平成２７年度は小学

校６校と中学校１校の経費を計上してあります。次に、７６番「小学校就学援助費補助事業」と７９

番「中学校就学援助費補助事業」は、就学援助の基準につきまして、生活保護基準と連動し、教育扶

助を加味する等の見直しを行いまして、新たな基準に沿った経費を計上してあります。続きまして、

同じく１２ペ－ジ、指導課所管の８６番「指導方法改善事業」は、小学校の教科書改定に伴いまして、
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デジタル教科書を整備するための経費を計上してあります。次に、１３ペ－ジをお願いします。１０

０番「幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業」は、平成２６年度に接続期プログラム集が完成いた

しましたので、減額してあります。次に、１０１番「いじめ根絶対策事業（防止事業）」は、これまで

取り組んでまいりましたＨｙｐｅｒ－ＱＵ調査、ＣＡＰ研修等のほか、新たにネットパトロ－ルに係

る経費を計上してあります。続きまして、同じく１３ペ－ジ、教育センタ－所管の１０５番「教育相

談事業」は、教育相談員を４名から５名に増員した報酬等、教育相談に係る経費を計上してあります。

続きまして、１４ペ－ジをお願いします。学校保健課所管の１０９番「要保護児童生徒医療費援助事

業」は、医療援助費のほか、システムの改修が必要となりましたので、それに係る経費を計上してあ

ります。次に、１１６番「通学路安全対策事業」は、引き続き通学路の安全確保に取り組むため、平

方地内の狭隘道路の拡幅に係る経費を計上してあります。続きまして、同じく１４ペ－ジ、中学校給

食共同調理場所管の１２４番「調理場備品等整備事業」は、平成２６年度に立体式消毒保管庫を整備

いたしまして、平成２７年度は厨房調理機器の借上げや修繕、食缶類の更新に係る経費を計上してあ

ります。学校教育部につきましては、以上です。よろしくお願いします。 

 

（委員長）議案第６号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はありますか。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）Ｎｏ１００の幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業は、事業として終わってしまったので

しょうか。それとも、補正で前倒しなのでしょうか。 

 

（指導課長）この事業ですが、接続期プログラムとして、平成２６年度は冊子を作成するための予算

であり、また数年後に冊子を作成する際は、予算を確保する事になります。 

 

（委員）Ｎｏ１１０の学校健康診断及び健康管理事業ですが、校医手当かと思うのですが、児童生徒

の減少による減額でしょうか。 

 

（学校保健課長）次年度の児童生徒数により算定しております。 

 

（委員）小・中学校就学援助費補助事業ですが、予算的にも大変手厚くしていただいていると思いま

す。よろしくお願いします。続いて、予算資料の２０ペ－ジ、幼稚園費ですが歳出が４，８７２万円

計上されております。しかしながら、歳入が３２１万３千円となっております。教育ですので費用対

効果という訳ではないとは思いますが、平方幼稚園をどのようにしていくかの議論はされているので

しょうか。 

 

（教育総務課長）過去の定例教育委員会でも、何度か申し上げましたが、現在の進捗状況といたしま

しては、この度の３月市議会に議案を提出しております。国の基準に合わせながら、今までの平方幼

稚園保育料を上回らない形で提案しております。平方幼稚園の在り方ですが、今月末に幼稚園現場も

含め関係各課で検討会議を開催する予定です。当然、人口動態や平方地区の状況を含めながら検討を

重ねてまいります。 
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（委員）市民体育館の管理運営事業ですが、現在市民体育館は指定管理者として外部委託していると思

いますが、効果はどうですか。 

 

（スポーツ振興課長）全体的にも利用者はかなり伸びていることが言えると思います。指定管理者が自

主事業を行っており、健康教室など好評を頂いております。収入としては、昨年１，０００万からの利

用料金収入がありました。また、施設の充実についても指定管理者により図られている事が効果である

と考えております。 

 

（委員長）先程次長の説明にも有りましたが、予算としてパ－センテ－ジは上がっているのですが、国

からの補助金等、教育委員会も財政事情が大変厳しいと聞き及んでおりますので、児童・生徒にとって

何が必要かと検討するのは今しかないと思います。是非、子ども達のためにご尽力いただければと思い

ます。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）新しい事業で予算が増えているのかと思います。その中でネットパトロ－ルの概要について教

えていただけますか。 

 

（指導課長）ネットパトロ－ルについてですが、市内１１校の中学校に対して委託でネットを監視する

ものです。費用といたしましては１２ペ－ジの委託料、学校非公式サイト調査業務委託４９万９千円と

なります。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）内容については、来月の重点施策の方で詳しく説明があるのですか。 

 

（指導課長）内容について説明します。学校裏サイトやＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅなどで、上尾市内の中

学校やその関連すると思われるものについて、常時監視を行います。その中で、危険レベルに合わせ追

跡調査の度合いを深め、発見された段階で教育委員会、学校に報告が上がってまいります。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員）学校ごとに委託するのですか。 
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（指導課長）一つの調査会社が、全ての学校を監視する形になります。この調査会社が、常に上尾市の

学校でトラブルが発生していないか監視している状態となります。この効果ですが、監視していること

を広報する事による抑止力が大きいのかと考えております。 

 

（委員長）その他に質疑、意見はありますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）無いようですので、これより採決します。「議案第６号 平成２７年度上尾市一般会計予

算に係る意見の申出について」原案のとおり可決することに異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

 

（委員長）続きまして「議案第７号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について」説明をお願い

します。 

 

○議案第７号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について 

（教育長）議案第７号につきまして、教育総務課長が説明申し上げます。 

 

～教育総務課長挙手～ 

 

（委員長）教育総務課長お願いします。 

 

（教育総務課長）議案書の１５ペ－ジ、「議案第７号 工事請負契約の締結に係る意見の申出につい

て」です。下記のとおり、工事請負契約を締結することについて、市長に意見を申し出るものです。

契約の目的、上尾中学校屋内運動場改築工事（建築工事）、契約の方法、条件付一般競争入札、契約の

金額、４億４，２８０万円、契約の相手方、上尾市原市中１丁目７番地８、千代本興業株式会社です。

提案理由ですが、上尾中学校屋内運動場改築工事（建築工事）に関する工事請負契約を締結すること

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長に意見を申し出
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たいので、この案を提出するものです。恐れ入りますが、議案資料の３６ペ－ジをお開きください。

事業概要のうち、建物概要としましては、鉄骨造平屋建て、延床面積１，０３８．１４㎡です。工期

につきましては、３月議会の承認日より平成２８年３月１６日までとなります。工事概要ですが、既

存屋内運動場解体工事４月から５月解体予定、アリ－ナ、ステ－ジ、器具庫を備えた屋内運動場の建

築工事です。地下には雨水抑制槽約８００㎥を備えております。また、附随する渡り廊下部分、駐輪

場を建築することとなります。議案資料の３７ペ－ジをご覧ください。この配置図の斜線部分が工事

対象の屋内運動場、渡り廊下、駐輪場となります。続きまして、本日配布いたしました資料３８ペ－

ジをご覧ください。３８ペ－ジの左側が屋内運動場の平面図となります。このフロアはアリ－ナ、ス

テ－ジ、器具庫となっております。競技できるコ－トとしてはバスケットボ－ル、バレ－ボ－ル、バ

ドミントン、天井高はおおよそ１１ｍとなっております。また、右図は、吹き抜け部の平面図となっ

ております。次ペ－ジ３９ペ－ジをご覧ください。こちらは各方位の立面図となっております。以上

が議案第７号の説明となります。よろしくご審議ください。 

 

（委員長）議案第７号につきまして、説明いただきましたが、質疑、意見はありますか。 

 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）無いようですので、これより採決します。「議案第７号 工事請負契約の締結に係る意見

の申出について」原案のとおり可決することに異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）異議がないものと認め、原案のとおり、可決いたしました。 

 

 

（委員長）続きまして「議案第４号 平成２７年度当初教職員人事異動に係る内申について」につき

ましては、関係職員のみの出席によって、議案の審議を行いたいと存じますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（教育総務課長）両部部長・次長の出席をお願いします。 

 

（委員長）それでは、議案の審議を行います。「議案第４号 平成２７年度当初教職員人事異動に係

る内申について」説明をお願いします。 
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○議案第４号 平成２７年度当初教職員人事異動に係る内申について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔以上、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第８ 閉会の宣告 

（委員長）それでは、以上で、予定されていた日程はすべて終了いたしました。これをもちまして、上

尾市教育委員会２月定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

 

 


